
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

自治会・民生委員・地区社会福祉協議会など 

自治会や民生委員が近隣に住

む方と連携して、災害時の避難行

動への支援や日頃の見守りをし

ます。 

災害発生直後に、同居者などの助

けを得られず、自力で安全な場所に

避難することが困難な方はご相談

ください。 

避難行動への支援を 

必要とする方 
市役所 

避難行動要支援者名簿

を自治会、民生委員、地区

社会福祉協議会などに提

供します。 

必要な 

情報の 

提供 

災害からの避難に関しては自助努力が求められますが、

同居者などの助けを得られずに、自力で安全な場所に避難

することが困難な方について、大和市では、お申し出によ

り、要支援者の住所などの情報を、お住まいの地域の自治

会、民生委員、地区社会福祉協議会などと共有することで、

避難行動の支援が迅速に行えるよう「避難行動要支援者支

援制度」を進めています。 

避難行動要支援者支援制度とは？ 

協 力 

避難行動要支援者支援制度のしくみ 

災害時の避難行動支援 

近隣住民など 

避難行動要支援者支援制度のご案内 

市役所に申し出・相談 


